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1
工事範囲の北側道路（東西）及び西側を南北に走る道路を使用します。資
料図14-02（灰色箇所）を参照してください。

仕様書　P21　10　その他受注者の行うこと
(4)西側を南北に通る道路は、収集運搬車両の動線のためとあ
りますが、どの道路が図示をお願いします。

建築物解体標準仕様書では、仮囲いはフェンスバリケード
（H=2.0m）とし・・・とあり
発注仕様書では、工事範囲は3mHの仮囲いを設け、・・・・とあり
ます。どちらが優先されますか？

約160Kwです。

仕様書　P41　工事期間中の環境モニタリング項目及び測定方
法の表について項目及び基準の欄にpH、電気伝導度、COD、
BOD、塩化物イオン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、六価クロム、カド
ミウム、総水銀、PCBとありますが、排出水および地下水に係わ
る項目ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
た、測定方法・頻度の欄で形質変更に係わる工事中とは、土に
接する部分の解体工事ちゅうのことですか？
工事期間中は公定法により測定を・・・とありますが、対象項目
は何ですか？

項目及び基準の欄に掲載されている項目（pH、電気伝導度、COD、BOD、
塩化物イオン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、六価クロム、カドミウム、総水銀、
PCB）は、排出水、地下水に係る測定項目です。
「形質変更に係わる工事」とは、基本的には本工事において調査、届出を
行う土壌汚染防止法に基づく形質の変更届出に基づく範囲の工事です
が、詳細は同届出に基づき協議のうえ決定するものとします。
工事期間中に公定法により行う測定は、大気については、工事区域周辺
の6箇所程度で浮遊粒子状物質、地下水については、既設井戸等で項目
及び基準の欄に掲載される項目について実施するものとします。
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Ｉ～Ｋ通りの1階は土間コンクリートがあるのでしょうか？

1階の1～15通りはコンクリートですが、それ以外は、アスファルト舗装とク
ラッシャランが混在しております。

既存の雨水処理施設の電気容量は、何キロワットでしょうか？

No

今回は3ｍの仮囲いとして下さい。
仕様書P.17、２．優先順位の中の優先順位については記載内容を変更して
おります。
修正後の仕様書は、電子入札システムの発注図書として配布致します。


